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規 則

茨城県規則第55号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 (昭和43年茨城県規則第11号) の一部を次

のように改正する｡

第１条中 ｢第８条ただし書｣ の次に ｢, 第10条の２｣ を加える｡

第２条の２を第２条の４とし, 第２条の次に次の２条を加える｡

(公務上の災害の範囲)

第２条の２ 公務上の災害の範囲は, 公務に起因する負傷, 障害及び死亡並びに別表第１に掲げる疾病とする｡

(通勤による災害の範囲)

第２条の３ 通勤による災害の範囲は, 通勤に起因する負傷, 障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする｡� 通勤による負傷に起因する疾病� 前号に掲げるもののほか, 通勤に起因することが明らかな疾病

第７条の３中 ｢別表｣ を ｢別表第２｣ に改める｡

第９条及び第16条第１項中 ｢次の各号に｣ を ｢次に｣ に改める｡

第32条の見出し中 ｢手続き｣ を ｢手続｣ に改める｡

第37条の２第１項中 ｢各号の一｣ を ｢各号のいずれか｣ に改める｡

第40条の表中 ｢付則第２条の２第１項｣ を ｢付則第２条の３第１項｣ に改める｡

別表中 ｢前２号｣ を ｢�及び�｣ に改め, 同表を別表第２とし, 付則の次に次の１表を加える｡
別表第１ (第２条の２関係)

１ 公務上の負傷に起因する疾病

２ 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病� 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患� 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷, 白内障等の眼疾患又は皮膚疾患� レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患� マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患� 知事が定める電離放射線 (以下 ｢放射線｣ という｡) にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症,

皮膚かいよう等の放射線皮膚障害, 白内障等の放射線眼疾患, 放射線肺炎, 再生不良性貧血等の造血器障害,

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………
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骨え死その他の放射線障害� 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病� 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症� 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症� 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷� 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷� 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患� 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死� 前各号に掲げるもののほか, 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

３ 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病� 重激な業務に従事したため生じた筋肉, けん, 骨若しくは関節の疾病又は内臓脱� 重量物を取り扱う業務, 腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負

担のかかる業務に従事したため生じた腰痛� チエンソー, ブツシユクリーナー, さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したた

め生じた手指, 前腕等の末しよう循環障害, 末しよう神経障害又は運動器障害� せん孔, タイプ, 電話交換, 電信等の業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた手指

のけいれん, 手指, 前腕等のけん, けんしよう若しくはけん周囲の炎症または頸肩腕症候群� 前各号に掲げるもののほか, 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らか

な疾病

４ 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病� 知事が定める単体たる化学物質又は化合物 (合金を含む｡) にさらされる業務に従事したため生じた疾病で

あつて, 知事が定めるもの� ふつ素樹脂, 塩化ビニル樹脂, アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため

生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患� すす, 鉱物油, うるし, タール, セメント, アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じ

た皮膚疾患� たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎, 結膜炎又は鼻炎, 気管支ぜん息等の呼吸器

疾患� 木材の粉じん, 獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事した

ため生じたアレルギー性の鼻炎, 気管支ぜん息等の呼吸器疾患� 綿, 亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患� 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症� 前各号に掲げるもののほか, 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

５ 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は知事が定めるじん肺の合併症

６ 細菌, ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病� 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性

疾患� 動物若しくはその死体, 獣毛, 革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じた

ブルセラ症, 炭そ病等の伝染性疾患� 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
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� 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病� 前各号に掲げるもののほか, 細菌, ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明ら

かな疾病

７ がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する

疾病� ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう� ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう� ４―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう� ４―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう� ビス (クロロメチル) エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん� ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん� 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ� ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病� 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ� 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病, 肺がん, 皮膚がん, 骨肉しゆまたは甲状腺がん� すす, 鉱物油, タール, ピツチ, アスフアルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚

がん� 前各号に掲げるもののほか, がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの

明らかな疾病

８ 前各項に掲げるもののほか, 公務に起因することの明らかな疾病

付 則

この規則は, 公布の日から施行する｡

(公 安 委 員 会)

茨城県公安委員会規則第４号

交番､ 駐在所等の設置並びにその名称､ 位置及び所轄区域等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め

る｡

平成16年４月１日

茨城県公安委員会委員長 西 野 虎 之 介

交番､ 駐在所等の設置並びにその名称､ 位置及び所轄区域等に関する規則の一部を改正する規則

交番､ 駐在所等の設置並びにその名称､ 位置及び所轄区域等に関する規則 (昭和35年茨城県公安委員会規則第２号)

の一部を次のように改正する｡

別表第１鹿嶋の項中
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｢
波崎地区交番 鹿島郡波崎町 鹿島郡波崎町 (神之池地区交番の所轄区域を除く｡)

神之池地区交番 鹿島郡神栖町
鹿島郡神栖町 (水上交番の所管区を除く｡)､ 波崎町の

一部 (知手浜交番及び柳川駐在所の所管区)
｣

を

｢
波崎地区交番 鹿島郡波崎町 鹿島郡波崎町

神之池地区交番 鹿島郡神栖町 鹿島郡神栖町 (水上交番の所管区を除く｡)
｣

に改める｡



別表第２�鹿嶋の項中
改め, 同表つくば中央の項の次に次のように加える｡

別表第２�鹿嶋の項中
改め, 同表つくば北の項中

改め, 同表下館の項中

改め, 同表境の項中
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｢

知手浜交番

鹿島郡神栖町

大字知手3428

番地

神栖町知手中央一､ 二､ 三､ 四､ 五､ 六､ 七､ 八､ 九､ 十丁目､ 知

手の内知手浜､ 知手団地､ 奥野谷の内奥野谷浜､ 日川の内日川浜､

深芝の内深芝浜 (水上交番の所管区を除く｡)､ 東和田､ 南浜､ 北浜､

波崎町柳川の内柳川上､ 若松の内北若松
｣

を

｢

知手浜交番

鹿島郡神栖町

大字知手3428

番地

神栖町知手中央一､ 二､ 三､ 四､ 五､ 六､ 七､ 八､ 九､ 十丁目､ 知

手､ 奥野谷のうち奥野谷浜､ 日川､ 深芝のうち深芝浜 (水上交番の

所管区を除く｡)､ 横瀬､ 東和田､ 南浜､ 北浜
｣

に

つくば北 筑穂交番
つくば市筑穂

つくば市大曽根､ 筑穂一､ 二､ 三丁目､ 若森､ 佐､ 玉取､

一丁目15番１
蓮沼､ 要､ 花畑一､ 二､ 三丁目､ 立原､ 南原､ 西沢､ 大

穂､ 本沢､ 鹿島台

｢

柳川駐在所
波崎町大字柳

川
波崎町柳川 (柳川上を除く｡)､ 須田

｣

を

｢

柳川駐在所
波崎町大字柳

川
波崎町柳川､ 須田､ 砂山､ 柳川中央一､ 二丁目

｣

に

｢

菅間駐在所 つくば市池田
つくば市田中､ 水守､ 上菅間の一部 (上宿)､ 中菅間､ 洞下､ 池田､

磯部､ 高野原新田､ 和台

大曽根駐在

所

つくば市筑穂

一丁目

つくば市大曽根､ 筑穂一､ 二､ 三丁目､ 若森､ 佐､ 玉取､ 蓮沼､ 要､

花畑一､ 二､ 三丁目､ 立原､ 南原､ 西沢､ 大穂､ 本沢､ 鹿島台
｣

を

｢

菅間駐在所 つくば市池田
つくば市田中､ 水守､ 上菅間の一部 (上宿)､ 中菅間､ 洞下､ 池田､

磯部､ 高野原新田､ 和台
｣

に

｢

新治駐在所
協和町大字門

井
協和町久地楽､ 門井､ 蓮沼､ 横塚､ 向川澄､ 古郡

｣

を

｢

新治駐在所
協和町大字門

井
協和町新治､ 久地楽､ 門井､ 蓮沼､ 横塚､ 向川澄､ 古郡

｣

に



改める｡

別表第２�麻生警察署在地の項中
別表第２�鹿嶋の項中
改める｡

附 則

この規則は, 公布の日から施行する｡

告 示

茨城県告示第507号

茨城県青少年のための環境整備条例 (昭和37年茨城県条例第60号) 第７条の規定に基づき, 青少年に有益な図書と

して次のものを推奨する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 推奨図書名 あなたのお母さんでよかった

２ 作 者 名 編：幸の実園

詩：石井恵子
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｢
幸田新田駐

在所

岩井市大字幸

田新田

岩井市大馬新田､ 平八新田､ 勘助新田､ 幸田新田､ 神田山新田､ 弓

田､ 馬立､ 幸田 (幸田開拓のみ)
｣

を

｢

飯島駐在所
岩井市大字幸

田

岩井市大馬新田､ 平八新田､ 勘助新田､ 幸田新田､ 神田山新田､ 弓

田､ 馬立､ 幸田 (幸田開拓のみ)
｣

に

｢
麻生町下渕､ 古宿､ 田町､ 新原､ 宿､ 新田､ 蒲縄､ 富田､ 粗毛

｣
を

｢
麻生町麻生､ 下渕､ 古宿､ 田町､ 新原､ 宿､ 新田､ 蒲縄､ 富田､ 粗毛

｣
に改める｡

｢

神之池地区交

番所在地

神栖町神栖一､ 二､ 三､ 四丁目､ 大野原一､ 二､ 三､ 四丁目､ 溝口､ 平泉､ 平泉外

十二入会､ 木崎､ 田畑､ 息栖､ 深芝 (深芝浜を除く｡)､ 居切 (居切浜を除く｡)､ 堀

割一､ 二丁目､ 鰐川､ 下幡木､ 筒井､ 賀､ 高浜､ 石神､ 芝崎､ 萩原､ 知手 (知手浜

及び知手団地を除く｡)､ 奥野谷 (奥野谷浜及び水上交番の所管区を除く｡)､ 日川

(日川浜を除く｡)､ 横瀬
｣

を

｢

神之池地区交

番所在地

神栖町神栖一､ 二､ 三､ 四丁目､ 大野原一､ 二､ 三､ 四､ 五､ 六､ 七､ 八丁目､ 溝

口､ 平泉､ 平泉外十二入会､ 木崎､ 田畑､ 息栖､ 深芝 (深芝浜を除く｡)､ 居切 (居

切浜を除く｡)､ 堀割一､ 二丁目､ 鰐川､ 下幡木､ 筒井､ 賀､ 高浜､ 石神､ 芝崎､ 萩

原､ 奥野谷 (奥野谷浜及び水上交番の所管区を除く｡)
｣

に



画：幸の実園利用者

３ 出 版 社 名 那珂書房

４ 推奨年月日 平成16年３月23日

５ 推 奨 理 由 この図書は, 知的障害を持たれた子どもへの母としての愛情の厚い慈しみが感じられ, 障害を持

つ子の親のみならず, 子育てをしているすべての人が共感できる作品である｡

親が子を思う気持ちを知ることができ, 青少年の人間的愛情を豊かにし, 道徳心を培うものとし

て, 子どもたちにぜひ読み聞かせたい作品であり, 青少年の健全育成上有益である｡

茨城県告示第508号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 (昭和43年茨城県規則第11号) 別表第１第

２項第５号の規定に基づき, 知事が定める電離放射線を次のように定める｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第１第２項第５号の知事が定める電離

放射線は, 次に掲げる粒子線又は電磁波をいう｡

１ アルファ線, 重陽子及び陽子線

２ ベータ線及び電子線

３ 中性子線

４ ガンマ線及びエックス線

茨城県告示第509号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 (昭和43年茨城県規則第11号) 別表第１第

４項第１号の規定に基づき, 知事が定める単体たる化学物質又は化合物及び疾病を次のように定める｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第１第４項第１号の知事が定める単体

たる化学物質又は化合物は, 別表の左欄に掲げる単体たる化学物質又は化合物とし, 同号の知事が定める疾病は, 別

表の左欄に掲げる単体たる化学物質又は化合物の区分に応じ, それぞれ同表の右欄に掲げる疾病とする｡

別表
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単体たる化学物質又は化合物 疾 病

無機の酸及びアル

カリ

アンモニア 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

塩酸 (塩化水素を含む｡) 皮膚障害, 前眼部障害, 気道障害又は歯が酸しょく

硝酸 皮膚障害, 前眼部障害, 気道障害又は歯が酸しょく

水酸化カリウム 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

水酸化ナトリウム 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

水酸化リチウム 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

ふっ化水素酸 (ふっ化水素を

含む｡ 以下同じ｡)

皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

硫酸 皮膚障害, 前眼部障害, 気道障害又は歯が酸しょく
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金属 (セレン及び

ひ素を含む｡) 及

びその化合物

亜鉛等の金属ヒューム 金属熱

アルキル水銀化合物 (アルキ

ル基がメチル基又はメチル基

である物に限る｡ 以下同じ｡)

四肢末端若しくは口囲の知覚障害, 視野障害, 運動失

調, 平衡障害, 構語障害又は聴力障害

アンチモン及びその化合物 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 前眼部障害, 心

障害又は胃腸障害

カドミウム及びその化合物 気道障害, 肺気しゅ, 腎障害又は骨軟化

クロム及びその化合物 皮膚障害, 気道障害, 鼻中隔せん孔又は嗅覚障害

四アルキル鉛化合物 中枢神経性急性刺激症状又はせん妄, 幻覚等の精神障

害

水銀及びその化合物 (アルキ

ル水銀化合物を除く｡)

中枢神経性急性刺激症状, 振せん, 歩行障害等の神経

障害, 焦燥感, 記憶減退, 不眠等の精神障害, 口くう

粘膜障害又は腎障害

セレン及びその化合物 (セレ

ン化水素を除く｡)

皮膚障害 (爪
そう

床炎を含む｡), 前眼部障害, 気道障害又

は肝障害

セレン化水素 中枢神経性急性刺激症状, 前眼部障害又は気道障害

鉛及びその化合物 (四アルキ

ル鉛化合物を除く｡)

中枢神経性急性刺激症状, 造血器障害, 末しょう神経

障害又は疝
せん

痛, 便秘等の胃腸障害

ニッケルカルボニル 中枢神経性急性刺激症状又は気道障害

バナジウム及びその化合物 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

ひ化水素 血色素尿, 黄だん又は溶血性貧血

ひ素及びその化合物 (ひ化水

素を除く｡)

皮膚障害, 気道障害, 鼻中隔せん孔, 末しょう神経障

害又は肝障害

ブチルすず 皮膚障害又は肝障害

ベリリウム及びその化合物 皮膚障害, 前眼部障害, 気道障害又は肺肉芽しゅ

マンガン及びその化合物 中枢神経性急性刺激症状又は言語障害, 歩行障害, 振

せん等の中枢性神経症候群

ハロゲン及びその

無機化合物

塩素 皮膚障害, 前眼部障害, 気道障害又は歯が酸しょく

臭素 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

ふっ素及びその無機化合物

(ふっ化水素酸を除く｡)

皮膚障害, 前眼部障害, 気道障害又は骨軟化

沃素 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

りん, いおう, 酸

素, 窒素及び炭素

並びにこれらの無

機化合物

一酸化炭素 中枢神経性急性刺激症状又はこん睡, 記憶減退, 性格

変化, 失見当識, 幻覚, 意識障害, せん妄, 運動失調,

視力障害, 色視野障害, 前庭機能障害等の精神神経障

害

黄りん 歯痛, 皮膚障害, 肝障害又は顎骨え死

カルシウムシアナミド 皮膚障害, 前眼部障害, 上気道障害又は血管運動神経

障害
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シアン化水素, シアン化ナト

リウム等のシアン化合物

中枢神経性急性刺激症状, 呼吸困難, 呼吸停止, 意識

喪失又は全身けいれん

二酸化いおう 前眼部障害又は気道障害

二酸化窒素 前眼部障害又は気道障害

二硫化炭素 意識混濁, せん妄, そううつ等の精神障害, 多発性末

しょう神経障害又は網膜変化を伴う脳血管障害若しく

は腎障害

ヒドラジン 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 前眼部障害又は

上気道障害

ホスゲン 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 前眼部障害又は

気道障害

ホスフィン 中枢神経性急性刺激症状又は気道障害

硫化水素 中枢神経性急性刺激症状, 前眼部障害, 気道障害又は

呼吸麻ひ

脂肪

族化

合物

脂肪族炭

化水素及

びそのハ

ロゲン化

合物

塩化ビニル 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 麻酔, レイノー

現象, 指端骨溶解又は門脈圧亢進

塩化メチル 中枢神経性急性刺激症状, 中枢神経系抑制, 視力障害,

言語障害, 協同運動失調等の神経障害又は肝障害

クロロプレン 中枢神経系抑制, 前眼部障害, 気道障害又は肝障害

クロロホルム 中枢神経性急性刺激症状, 麻酔又は肝障害

四塩化炭素 中枢神経性急性刺激症状, 麻酔又は肝障害

１・２－ジクロルエタン (別

名二塩化エチレン)

中枢神経性急性刺激症状, 麻酔, 前眼部障害, 気道障

害又は肝障害

１・２－ジクロルエチレン

(別名二塩化アセチレン)

中枢神経性急性刺激症状又は麻酔

ジクロルメタン 中枢神経性急性刺激症状, 中枢神経系抑制, 前眼部障

害又は気道障害

臭化エチル 中枢神経系抑制又は気道障害

臭化メチル 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 気道障害, 視力

障害, 言語障害, 協同運動失調, 振せん等の神経障害

又は性格変化, せん妄, 幻覚等の精神障害

１・１・２・２－テトラクロ

ルエタン (別名四塩化アセチ

レン)

中枢神経性急性刺激症状, 中枢神経系抑制又は肝障害

テトラクロルエチレン (別名

パークロルエチレン)

中枢神経性急性刺激症状, 中枢神経系抑制, 前眼部障

害, 気道障害又は肝障害

１・１・１－トリクロルエタ

ン

中枢神経性急性刺激症状, 中枢神経系抑制又は協同運

動失調
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１・１・２－トリクロルエタ

ン

中枢神経性急性刺激症状, 前眼部障害又は気道障害

トリクロルエチレン 中枢神経性急性刺激症状, 麻酔, 前眼部障害, 気道障

害, 視神経障害, 三さ神経障害, 多発性末しょう神経

障害又は肝障害

ノルマルヘキサン 多発性末しょう神経障害

沃化メチル 中枢神経性急性刺激症状, 視力障害, 言語障害, 協同

運動失調等の神経障害又はせん妄, そう状態等の精神

障害

アルコー

ル, エー

テル, ア

ド, ケト

ン及びエ

ステル

アクロレイン 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

アセトン 中枢神経性急性刺激症状又は中枢神経系抑制

イソペンチルアルコール (別

名イソアミルアルコール)

麻酔, 前眼部障害又は上気道障害

エチルエーテル 中枢神経性急性刺激症状又は麻酔

エチレンクロルヒドリン 中枢神経性急性刺激症状, 前眼部障害, 気道障害, 肝

障害又は腎障害

エチレングリコールモノメチ

ルエーテル (別名メチルセロ

ソルブ)

中枢神経性急性刺激症状, 造血器障害, 振せん, 歩行

失調, 肝障害又は腎障害

酢酸アミル 中枢神経系抑制, 前眼部障害又は気道障害

酢酸エチル 前眼部障害又は気道障害

酢酸ブチル 前眼部障害又は気道障害

酢酸プロピル 中枢神経系抑制, 前眼部障害又は気道障害

酢酸メチル 中枢神経系抑制, 視神経障害又は気道障害

ニトログリコール 中枢神経性急性刺激症状, 狭心症様発作又は血管運動

神経障害

ニトログリセリン 中枢神経性急性刺激症状又は血管運動神経障害

ホルムアルデヒド 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

メチルアルコール 中枢神経性急性刺激症状, 中枢神経系抑制, 視抑制障

害, 眼前部障害又は気道障害

メチルブチルケトン 中枢神経性急性刺激症状又は末しょう神経障害

硫酸ジメチル 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

その他の

脂肪族化

合物

アクリルアミド 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 協同運動失調又

は多発性末しょう神経障害

アクリルニトリル 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 前眼部障害又は

上気道障害

エチレンイミン 皮膚障害, 前眼部障害, 気道障害又は腎障害

エチレンジアミン 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

エピクロルヒドリン 皮膚障害, 前眼部障害, 気道障害又は肝障害



茨 城 県 報 第 1556 号 平成16年４月１日 (木曜日) 11

酸化エチレン 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 麻酔, 前眼部障

害, 気道障害, 造血器障害又は多発性末しょう神経障

害

ジメチルホルムアミド 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 前眼部障害, 気

道障害, 肝障害又は胃腸障害

無水マイレン酸 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

脂環式化合物 シクロヘキサノール 前眼部障害又は上気道障害

シクロヘキサノン 前眼部障害又は上気道障害

芳香

族化

合物

ベンゼン

及びその

同族体

キシレン 中枢神経性急性刺激症状又は中枢神経系抑制

スチレン 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 前眼部障害, 視

覚障害, 上気道障害又は多発性末しょう神経障害

トルエン 中枢神経性急性刺激症状又は中枢神経系抑制

ベンゼン 中枢神経性急性刺激症状, 麻酔又は再生不良性貧血等

の造血器障害

芳香族炭

化水素の

ハロゲン

化合物

塩素化ナフタリン 皮膚障害又は肝障害

塩素化ビフェニル (別名ＰＣ

Ｂ)

皮膚障害又は肝障害

ベンゼンの塩化物 前眼部障害, 上気道障害又は肝障害

芳化族化

合物のニ

トロ又は

アミノ誘

導体

アニリン 中枢神経性急性刺激症状, 貧血又はメトヘモグロビン

血

クロルジニトロベンゼン 皮膚障害, 貧血又はメトヘモグロビン血

ジニトロフェノール 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 代謝異常亢進,

肝障害又は腎障害

ジニトロベンゼン 貧血, メトヘモグロビン血又は肝障害

ジメチルアニリン 中枢神経系抑制, 貧血又はメトヘモグロビン血

トリニトロトルエン (別名Ｔ

ＮＴ)

皮膚障害, 溶血性貧血, 再生不良性貧血等の造血器障

害又は肝障害

２・４・６－トリニトロフェ

ニルニトロアミン (別名テト

リル)

皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

トルイジン 貧血又はメトヘモグロビン血

パラ－ニトロアニリン 中枢神経性急性刺激症状, 貧血, メトヘモグロビン血

又は肝障害

パラ－ニトロクロルベンゼン 貧血又はメトヘモグロビン血

ニトロベンゼン 中枢神経性急性刺激症状, 貧血又はメトヘモグロビン

血

パラ－フェニレンジアミン 皮膚障害, 前眼部障害又は上気道障害

フェネチジン 皮膚障害, 貧血又はメトヘモグロビン血
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その他の

芳香族化

合物

クレゾール 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

トリレンジイソシアネート

(別名ＴＤＩ)

皮膚障害, 前眼部障害, 気道障害又はぜん息

フェノール (別名石炭酸) 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 前眼部障害又は

気道障害

オルト－フタロジニトリル 中枢神経性急性刺激症状又は意識喪失を伴う全身けい

れん

ベンゾトリクロリド 皮膚障害又は気道障害

無水フタル酸 皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

メチレンジフェニルジイソシ

アネート (別名ＭＤＩ)

皮膚障害, 前眼部障害, 上気道障害又はぜん息

りん酸トリ－オルトークレジ

ル

多発性末しょう神経障害

レゾルシン 皮膚障害, 前眼部障害又は上気道障害

複素環式化合物 １・４－ジオキサン 中枢神経性急性刺激症状, 前眼部障害又は気道障害

テトラヒドロフラン 中枢神経性急性刺激症状又は皮膚障害

ピリジン 中枢神経性急性刺激症状, 皮膚障害, 前眼部障害又は

気道障害

農薬その他の薬剤

の有効成分

有機りん酸化合物 中枢神経性急性刺激症状, 意識混濁, 言語障害等の精

神神経障害, 筋のせんい性れん縮, けいれん等の運動

神経障害又は縮瞳, 流ぜん, 発汗等の自律神経障害

ジチオリン酸Ｏ－エチル＝

Ｓ・Ｓ－ジフェニル (別名

ＥＤＤＰ)

ジチオリン酸Ｏ・Ｏ－ジエ

チル＝Ｓ－ (２－エチルチ

オエチル) (別名エチルチ

オメトン)

チオリン酸Ｏ・Ｏ－ジエチ

ル＝Ｏ－２－イソプロピル－

４－メチル－６－ピリミジ

ニル (別名ダイアジノン)

チオリン酸Ｏ・Ｏ－ジメチ

ル＝Ｏ－４－ニトローメター

トリル (別名ＭＥＰ)

チオリン酸Ｓ－ベンジル＝

Ｏ・Ｏ－ジイソプロピル

(別名ＩＢＰ)

フェニルホスホノチオン酸

Ｏ－エチル＝Ｏ－パラーニ

トロフェニル (別名ＥＰＮ)
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りん酸２・２－ジクロルビ

ニル＝ジメチル (別名ＤＤ

ＶＰ)

りん酸パラ－メチルチオフェ

ニル＝ジプロピル (別名プ

ロパホス)

カーバメート系化合物 中枢神経性急性刺激症状, 意識混濁, 言語障害等の精

神神経障害, 筋のせんい性れん縮, けいれん等の運動

神経障害又は縮瞳, 流ぜん, 発汗等の自立神経障害

メチルカルバミド酸オルト－

セコンダリ－ブチルフェニ

ル (別名ＢＰＭＣ)

メチルカルバミド酸メタ－

トリル (別名ＭＴＭＣ)

N－ (メチルカルバモイル

オキシ) チオアセトイミド

酸Ｓ－メチル (別名メソミ

ル)

ジチオカーバメート系化合物 皮膚障害

エチレンビス (ジチオカル

バミド酸) 亜鉛 (別名ジネ

ブ)

エチレンビス (ジチオカル

バミド酸) マンガン (別名

マンネブ)

２・４－ジクロルフェニル＝

パラ－ニトロフェニル＝エー

テル (別名ＮＩＰ)

前眼部障害

Ｎ－ (１・１・２・２－テト

ラクロルエチルチオ) －４－

シクロヘキセン－１・２－ジ

カルボキシミド (別名ダイホ

ルタン)

皮膚障害又は前眼部障害

トリクロルニクロメタン (別

名クロルピタリン)

皮膚障害, 前眼部障害又は気道障害

二塩化１・１－ジメチル－４・

４－ビピリジニウム (別名パ

ラコート)

皮膚障害又は前眼部障害

パラ－ニトロフェニル＝２・

４・６－トリクロルフェニル＝

エーテル (別名ＣＮＰ)

前眼部障害



備考

１ 金属及びその化合物には, 合金を含む｡

２ ｢中枢神経性急性刺激症状｣ とは, 主として急性症状としての疾病の初期に現れる頭重, 頭痛, 悪心, 嘔吐,

倦怠感, めまい等の自覚症状をいう｡

茨城県告示第510号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 (昭和43年茨城県規則第11号) 別表第１第

５項の規定に基づき, 知事が定めるじん肺の合併症を次のように定める｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第１第５項の知事が定めるじん肺の合

併症は, 次に掲げるじん肺の合併症とする｡

１ 肺結核

２ 結核性胸膜炎

３ 続発性気管支炎

４ 続発性気管支拡張症

５ 続発性気胸

６ 原発性肺がん

茨城県告示511号

地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第158号第１項の規定に基づき, 次のとおり使用料の徴収事務を委託し

たので, 同条第２項の規定に基づき告示する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 受 託 者 財団法人 茨城県企業公社
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ブラストサイジンＳ 前眼部障害, 気道障害又は嘔吐, 下痢等の消化器障害

６・７・８・９・10・10－ヘ

キサクロル－１・５・５ａ・

６・９・９ａ－ヘキサヒドロ－

６・９－メタノ－２・４・３－

ベンゾジオキサチエピン３－

オキシド (別名ベンゾエピン)

中枢神経性急性刺激症状又は失見当識, 意識喪失, け

いれん等の精神神経障害

ペンタクロルフェノール (別

名ＰＣＰ)

皮膚障害, 前眼部障害, 気道障害又は代謝異常亢進

モノフルオル酢酸ナトリウム 中枢神経性急性刺激症状, 不整脈, 血圧降下等の循環

障害, 意識混濁, 言語障害等の精神神経障害又は強直

性若しくは間代性筋けいれん

硫酸ニコチン 中枢神経性急性刺激症状, 流ぜん, 呼吸困難, 意識混

濁, 筋のせんい性れん縮又はけいれん



２ 委託の内容 つくばヘリポートの設置及び管理に関する条例 (平成３年茨城県条例第５号) 第15条に規定する

つくばヘリポートの使用料の徴収事務

３ 委 託 期 間 平成16年４月１日から平成17年３月31日まで

茨城県告示第512号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について,

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

株式会社ワンダーコーポレーション

代表取締役 小 林 哲 美� 住所

つくば市西大橋599番地１

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ワンダーステーション牛久店

牛久市下根町字ヤツノ上434－１� 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

(変更後)� 変更の年月日

平成15年２月１日� 変更する理由

小売業者の入れ替えのため｡

３ 届出年月日

平成16年３月12日

茨 城 県 報 第 1556 号 平成16年４月１日 (木曜日) 15

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社ワンダーコーポレーション つくば市西大橋599―１ 小 林 哲 美

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社ワンダーコーポレーション つくば市西大橋599―１ 小 林 哲 美

株式会社ケーズデンキ 水戸市柳町１丁目13番20号 加 藤 修 一



茨城県告示第513号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第２項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について,

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

株式会社カワチ薬品

代表取締役 河 内 伸 二� 住所

栃木県小山市大字卒島1293番地

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

株式会社カワチ薬品 竜�崎店
龍�崎市中里一丁目１番７号 外� 変更しようとする事項

駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前) ４箇所

(変更後) ５箇所� 変更する年月日

平成16年３月20日� 変更する理由

来客車両の分散により, 周辺の利便確保のため｡

３ 届出年月日

平成16年３月18日

茨城県告示第514号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第２項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について,

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
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� 名称及び代表者氏名

株式会社ワンダーコーポレーション

代表取締役 小 林 哲 美� 住所

つくば市西大橋599番地１

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ワンダーステーションつくば店

つくば市小野崎294―１ 外� 変更しようとする事項

駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前) ３箇所

(変更後) ７箇所� 変更する年月日

平成16年３月19日� 変更する理由

駐車場内交通量の緩和のため｡

３ 届出年月日

平成16年３月18日

茨城県告示第515号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 附則第５条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出で, 同

条第４項の規定により同法第６条第２項の規定による届出及び同法附則第５条第５項の規定により同法第５条第１項

の規定による届出とみなされるものについて, 同法第６条第３項の規定により準用する同法第５条第３項の規定及び

同項に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

いばらきコープ生活協同組合

理事長 遠 藤 捷 彦� 住所

水戸市赤塚１－2029－121

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

コープうしく
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牛久市南１丁目18－３ 外� 変更しようとする事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前) 開店時刻 午前10時

閉店時刻 午後９時

(変更後) 開店時刻 午前９時

閉店時刻 午前０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前) 午前８時30分～午後９時15分

(変更後) 午前８時30分～午前０時15分� 変更する年月日

平成16年３月21日� 上記�の変更に係るもの以外の事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,451㎡

ウ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項� 駐車場の収容台数 126台� 駐輪場の収容台数 32台� 荷さばき施設の面積 141㎡� 廃棄物等の保管施設の容量 53�
エ 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項� 駐車場の自動車の出入口の数

３箇所� 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前７時～午前０時

３ 届出年月日

平成16年３月11日

茨城県告示第516号

障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和35年法律第123号) 第33条の規定に基づき, 平成16年４月１日付けで同

法第34条に規定する業務を行う者として次の法人を指定したので, 同法第35条において準用する同法第27条第２項の

規定により公示する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌
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氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

いばらきコープ生活協同組合 水戸市赤塚１丁目2029番121号 遠 藤 捷 彦

株式会社ビッグテン 札幌市中央区南二条西24丁目１番28号 笠 間 隆 往

荒木 則之 牛久市刈谷町５丁目116番４号



１ 名 称 社会福祉法人慶育会

２ 住 所 茨城県下館市茂田字北原1735番地の１

茨城県告示第517号

茨城県県立職業能力開発校規則 (昭和54年茨城県規則第10号) 第２条の規定により, 平成16年度の普通職業訓練短

期課程 (離転職者訓練) に係る訓練科, 訓練生の定員及び訓練期間等を次のとおり定める｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 訓練科, 訓練生の定員及び訓練期間等
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学 院 名

訓 練 の 種 類 普 通 職 業 訓 練

訓 練 課 程 短 期 課 程

区 分 訓 練 科 名 定 員 訓練期間 訓練開始月

茨 城 県 立 水 戸

産業技術専門学院

職業転換能力開発訓練

施 設 内 訓 練 住 宅 設 備 科 20人 ６ケ月 ４月, 10月

総 合 ビ ジ ネ ス 科 40人 ６ケ月 ４月, 10月

施 設 外 訓 練 オフィスビジネス科 20人 ６ケ月 ９月

就職支援能力開発訓練

施 設 外 訓 練 造 園 科 ８人 ３ケ月 ９月

緊急雇用対策訓練

施 設 外 訓 練 Ｉ Ｔ 実 務 科 20人 ３ケ月 ６月

Ｉ Ｔ 実 務 科 20人 ３ケ月 ８月

Ｉ Ｔ 実 務 科 20人 ３ケ月 11月

パ ソ コ ン 基 礎 科 20人 １ケ月 12月

パ ソ コ ン 会 計 科 20人 ３ケ月 ７月

介 護 サ ー ビ ス 科 30人 ２ケ月 ６月

介 護 サ ー ビ ス 科 30人 ２ケ月 １月

介 護 サ ー ビ ス 科 30人 ６ケ月 ８月

施 設 警 備 科 20人 ２ケ月 ９月

茨 城 県 立 日 立

産業技術専門学院

職業転換能力開発訓練

施 設 内 訓 練 パソコンＣＡＤ科 30人 ６ケ月 ４月, 10月

電 気 工 事 科 10人 ３ケ月 12月

施 設 外 訓 練 Ｏ Ａ ビ ジ ネ ス 科 20人 ６ケ月 ４月

緊急雇用対策訓練

施 設 外 訓 練 Ｉ Ｔ 実 務 科 20人 ３ケ月 11月

Ｉ Ｔ 実 務 科 20人 ３ケ月 １月

パ ソ コ ン 基 礎 科 20人 １ケ月 ９月

パ ソ コ ン 会 計 科 20人 ３ケ月 10月

ビ ジ ネ ス 実 務 科 20人 ３ケ月 ８月
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茨 城 県 立 鹿 島

産業技術専門学院

職業転換能力開発訓練

施 設 内 訓 練 建 築 科 10人 １ 年 ４月

就職支援能力開発訓練

施 設 外 訓 練 造 園 科 ３人 ３ケ月 ９月

グリーンサービス科 ３人 ３ケ月 ９月

緊急雇用対策訓練

施 設 外 訓 練 Ｉ Ｔ 実 務 科 20人 ３ケ月 ６月

Ｉ Ｔ 実 務 科 20人 ３ケ月 ９月

パ ソ コ ン 基 礎 科 20人 １ケ月 11月

介 護 サ ー ビ ス 科 20人 ２ケ月 ８月

茨 城 県 立 土 浦

産業技術専門学院

職業転換能力開発訓練

施 設 内 訓 練 服飾ソーイング科 40人 ６ケ月 ４月, 10月

施 設 外 訓 練 オフィスビジネス科 25人 ６ケ月 ６月

家 屋 営 繕 科 15人 ６ケ月 ９月

就職支援能力開発訓練

施 設 外 訓 練 造 園 科 16人 ３ケ月 11月

造 園 科 10人 ３ケ月 10月

ビ ル 管 理 科 ５人 ３ケ月 ５月

緊急雇用対策訓練

施 設 外 訓 練 Ｉ Ｔ 実 務 科 20人 ３ケ月 ５月

Ｉ Ｔ 実 務 科 20人 ３ケ月 12月

パ ソ コ ン 基 礎 科 20人 １ケ月 ９月

パ ソ コ ン 会 計 科 20人 ３ケ月 ７月

Ｏ Ａ ビ ジ ネ ス 科 20人 ３ケ月 10月

介 護 サ ー ビ ス 科 20人 ２ケ月 ６月

介 護 サ ー ビ ス 科 20人 ２ケ月 11月

医 療 事 務 科 20人 ２ケ月 ７月

医 療 事 務 科 20人 ２ケ月 ２月

茨 城 県 立 下 館

産業技術専門学院

職業転換能力開発訓練

施 設 内 訓 練 溶 接 科 20人 ６ケ月 ４月, 10月

就職支援能力開発訓練

施 設 外 訓 練 造 園 科 ５人 ３ケ月 ９月

緊急雇用対策訓練

施 設 外 訓 練 パ ソ コ ン 基 礎 科 20人 １ケ月 11月

介 護 サ ー ビ ス 科 20人 ２ケ月 ６月

介 護 サ ー ビ ス 科 20人 ２ケ月 ９月

茨 城 県 立 三 和

産業技術専門学院

職業転換能力開発訓練

施 設 外 訓 練 Ｏ Ａ 事 務 科 20人 ６ケ月 ４月, 10月

緊急雇用対策訓練



２ 訓練対象者

職業転換能力開発訓練は, 公共職業安定所長の職業訓練受講指示又は職業訓練受講推薦を受けた求職者とする｡

就職支援能力開発訓練は, 公共職業安定所長の職業訓練受講指示等を受けた雇用保険受給資格者である中高年齢

離職者 (雇用保険の受給資格に係る離職の日において45歳以上65歳未満の者) とする｡

緊急雇用対策訓練は, 公共職業安定所長の職業訓練受講指示又は職業訓練受講推薦を受けた求職者とする｡

茨城県告示第518号

農業改良資金の貸付事業に係る公金の収納及び支出の事務について, 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第

158条第１項及び第165条の３第１項の規定により, 別表に掲げるものに委託した｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

委託期間 平成16年４月１日から平成17年３月31日まで

(別 表)
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施 設 外 訓 練 Ｉ Ｔ 実 務 科 20人 ３ケ月 ６月

パ ソ コ ン 基 礎 科 20人 １ケ月 ２月

パソコンＣＡＤ科 20人 ３ケ月 ８月

パ ソ コ ン 活 用 科 20人 ３ケ月 12月

Ｏ Ａ ビ ジ ネ ス 科 20人 ３ケ月 10月

委 託 者 名 所 在 地

茨城県信用農業協同組合連合会 水戸市梅香１－１－４

水 戸 農 業 協 同 組 合 水戸市赤塚２丁目27番地

常 陸 小 川 農 業 協 同 組 合 東茨城郡小川町大字小川1484番地の２

美 野 里 町 農 業 協 同 組 合 東茨城郡美野里町大字竹原2120番地の５

茨 城 中 央 農 業 協 同 組 合 笠間市飯合146番地

岩 瀬 町 農 業 協 同 組 合 西茨城郡岩瀬町大字岩瀬1911番地の１

ひ た ち な か 農 業 協 同 組 合 ひたちなか市大平１丁目20番１号

茨 城 み ど り 農 業 協 同 組 合 那珂郡大宮町3091番地の６

常 陸 太 田 市 農 業 協 同 組 合 常陸太田市山下町3889番地

茨 城 み ず ほ 農 業 協 同 組 合 久慈郡金砂郷町大方1701番地

茨 城 ひ た ち 農 業 協 同 組 合 高萩市本町１丁目100番地の２

日 立 市 多 賀 農 業 協 同 組 合 日立市多賀町１丁目12番地10号

茨 城 旭 村 農 業 協 同 組 合 鹿島郡旭村大字造谷1071番地

か し ま な だ 農 業 協 同 組 合 鹿島郡鉾田町大字安房1409番地の１

し お さ い 農 業 協 同 組 合 鹿島郡神栖町深芝字折戸山2752番地の５

な め が た 農 業 協 同 組 合 行方郡麻生町大字麻生3346番地の25

竜 � 崎 市 農 業 協 同 組 合 龍�崎市8200番地
稲 敷 農 業 協 同 組 合 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎甲3016番地の３

美 浦 村 農 業 協 同 組 合 稲敷郡美浦村木原2660番地



茨城県告示第519号

漁船損害等補償法 (昭和27年法律第28号) 第112条の２第２項の規定による次の加入区に関する届出を審査した結

果, 同法第112条第１項の規定による同意があったと認めたので, 同法第112条の２第３項及び漁船損害等補償法施行

規則 (昭和27年農林省令第18号) 第26条の３の規定により告示する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第520号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第89条の２第１項の規定により県営土地改良事業下結城地区 (第４換地区)

に係る換地計画を定めたので, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類
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委 託 者 名 所 在 地

阿 見 町 農 業 協 同 組 合 稲敷郡阿見町大字中央１丁目３番地１号

土 浦 農 業 協 同 組 合 土浦市田中１丁目１番４号

ひ た ち 野 農 業 協 同 組 合 石岡市貝地２丁目５番５号

茨 城 玉 川 農 業 協 同 組 合 新治郡玉里村大字下玉里456番地

八 郷 町 農 業 協 同 組 合 新治郡八郷町大字柿岡3236番地の６

茨 城 千 代 田 農 業 協 同 組 合 新治郡千代田町中佐谷243番地の２

つ く ば 市 農 業 協 同 組 合 つくば市東岡335番地

つくば市谷田部農業協同組合 つくば市大字谷田部2074－１

茨 城 み な み 農 業 協 同 組 合 筑波郡伊奈町谷井田1609番地

利 根 町 農 業 協 同 組 合 北相馬郡利根町大字立崎402番地

北 つ く ば 農 業 協 同 組 合 下館市大字岡芹2222番地

常 総 ひ か り 農 業 協 同 組 合 結城郡千代川村大字宗道2028番地

茨 城 む つ み 農 業 協 同 組 合 猿島郡境町大字長井戸23番地

岩 井 市 農 業 協 同 組 合 岩井市大字岩井2229番地

茨 城 北 酪 農 業 協 同 組 合 水戸市東赤塚2101

加 入 区 漁 業 協 同 組 合

平 潟 平 潟 漁 業 協 同 組 合

川 尻 川 尻 漁 業 協 同 組 合

会 瀬 会 瀬 漁 業 協 同 組 合

久 慈
久 慈 町 漁 業 協 同 組 合

久 慈 浜 丸 小 漁 業 協 同 組 合

大 洗 大 洗 町 漁 業 協 同 組 合

牛 堀 牛 堀 漁 業 協 同 組 合



換地計画書の写し

２ 縦覧期間

平成16年４月２日から

平成16年４月30日まで

３ 縦覧の場所

八千代町役場

茨城県告示第521号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第89条の２第１項の規定により県営土地改良事業利根地区 (全換地区) に係

る換地計画を定めたので, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

換地計画書の写し

２ 縦覧期間

平成16年４月２日から

平成16年４月30日まで

３ 縦覧の場所

利根町役場

茨城県告示第522号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第10条第２項の規定に基づき, 次のように県道の路線を変更する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第523号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成16年４月１日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 大賀延方線

３ 道路の区域
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路 線

番 号

旧
新
別

路 線 名
起 点

重要な経過地 備 考
終 点

316

旧 八木岡下江連下館線 下館市
起点

栃木県真岡市八木岡

新 真岡下館線 下館市
起点

栃木県真岡市



茨城県告示第524号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成16年４月１日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 新宿新田総和線

３ 道路の区域

茨城県告示第525号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成16年４月１日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 大子那須線

２ 供用開始の区間 久慈郡大子町大字上野宮字門の井2765番16地先から

久慈郡大子町大字上野宮字門の井2636番３地先まで

３ 供用開始の期日 平成16年４月１日

茨城県告示第526号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成16年４月１日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 鹿田玉造線
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

潮来市大字水原字谷原3063番地先から
旧

最大 12.0
260

潮来市大字水原字谷原3117番地先まで 最小 10.0

新
最大 19.0

最小 13.0
260 現 道 拡 幅

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル
猿島郡三和町大字上和田字薬師山643番３

地先から
旧

最大 13.7
942猿島郡三和町大字諸川字四反田2383番１

地先まで 最小 9.0

新
最大 20.0

最小 14.4
942 現 道 拡 幅



２ 供用開始の区間 行方郡玉造町大字芹沢字南川2248番１地先から

行方郡玉造町大字捻木字井ノ下３番３地先まで

３ 供用開始の期日 平成16年４月１日

茨城県告示第527号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成16年４月１日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 赤浜谷田部線

２ 供用開始の区間 つくば市大字吉沼字前原4523番２地先から

つくば市大字田倉字田倉二4667番１地先まで

３ 供用開始の期日 平成16年４月15日

茨城県告示第528号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成16年４月１日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 岩井野田線

２ 供用開始の区間 岩井市大字小山字原口110番３地先から

岩井市大字小山字勢至妻1166番３地先まで

岩井市大字小山字勢至妻1249番地先から

岩井市大字小山字勢至妻1249番地先まで

３ 供用開始の期日 平成16年４月１日

茨城県告示第529号

茨城県証紙条例 (昭和39年茨城県条例第25号) 第５条第２項の規定により, 次の者を茨城県収入証紙の売りさばき

人に指名した｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 指定年月日 平成16年３月24日

２ 売りさばき人の住所及び氏名 (所在地, 名称及び代表者氏名)

常陸太田市内田町3066番地の２

株式会社 澤畠自動車整備工場

代表取締役 澤 畠 茂 子

茨城県告示第530号

政府調達に関する苦情の処理手続 (平成８年茨城県告示第221号) の一部を次のように改正する｡
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平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

10の項�中 ｢特定役務の調達手続の特例を定める政令｣ の次に ｢(平成７年政令第372号)｣ を加え, ｢自治大臣｣ を
｢総務大臣｣ に改め, ｢以後｣ を ｢から平成14年３月31日までの間｣ に改め ｢地方公共団体の物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める政令第３条第１項に規定する自治大臣の定める区分及び自治大臣の定める額を定める件 (平成

12年自治省告示第11号) に｣ の次に ｢, 平成14年４月１日から平成16年３月31日までの間に締結された調達契約につ

いては, 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第３条第１項に規定する総務大臣の定め

る区分及び総務大臣の定める額を定める件 (平成14年総務省告示第38号) に, 平成16年４月１日以後に締結された調

達契約については, 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第３条第１項に規定する総務

大臣の定める区分及び総務大臣の定める額を定める件 (平成16年総務省告示第64号) に｣ を加える｡

(公 安 委 員 会)

茨城県公安委員会告示第２号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号) 第38条第１項の規定に基づき少年指

導委員を委嘱したので, 少年指導委員規則 (昭和60年国家公安委員会規則第２号) 第２条第２項の規定により次のと

おり告示する｡

平成16年４月１日

茨城県公安委員会委員長 西 野 虎 之 介
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浅 野 茂 水戸市栄町１－６－17 水戸警察署管内

石 川 敬 子 水戸市元吉田町376－12 水戸警察署管内

栗 原 武 敏 水戸市赤塚１－2055－２ 水戸警察署管内

矢 島 信 子 水戸市宮町３－４－７ 水戸警察署管内

日 渡 寛 治 水戸市本町１－８－８ 水戸警察署管内

有 川 秀 男 水戸市酒門町4225－７ 水戸警察署管内

黒 澤 哲 夫 水戸市栗崎町1676－22 水戸警察署管内

平 山 晴 雄 水戸市末広町３－７－５ 水戸警察署管内

井 上 正 明 水戸市渋井町741 水戸警察署管内

高 野 俊 幸 水戸市大工町１－５－22 水戸警察署管内

旭 実 正 水戸市栄町１－11－27 水戸警察署管内

小 林 令 子 水戸市下国井町3210 水戸警察署管内

吉 野 由 昭 水戸市千波町97－７ 水戸警察署管内

渡 邉 一 郎 水戸市笠原町1627－７ 水戸警察署管内

植 木 登久子 水戸市加倉井町909 水戸警察署管内

大 森 ますみ 水戸市河和田３－2373－２ 水戸警察署管内

小松崎 清 寿 茨城町木部962 水戸警察署管内

川 上 敏 子 茨城町海老沢133 水戸警察署管内

大 滝 龍 夫 茨城町大戸3317－17 水戸警察署管内

鈴 木 照 子 茨城町野曽848－５ 水戸警察署管内
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荻 沼 修 大洗町大貫町217 水戸警察署管内

黒 澤 毅 一 内原町有賀744－２ 水戸警察署管内

木 村 アヤ子 常北町那珂西2704－15 水戸警察署管内

園 部 和 之 桂村錫高野1337－１ 水戸警察署管内

小 林 榮 祥 笠間市笠間323－２ 笠間警察署管内

青 木 英 雄 友部町八雲１－１－11 笠間警察署管内

又 村 元 彦 岩瀬町西飯岡396－３ 笠間警察署管内

新 関 賢 治 ひたちなか市和田町１－８－14 ひたちなか東警察署管内

安 治 壽 ひたちなか市佐和1321－２ ひたちなか西警察署管内

海 野 肇 ひたちなか市大平１－22－１ ひたちなか西警察署管内

権 瓶 宏 ひたちなか市大平３－16－８ ひたちなか西警察署管内

西 野 知 行 ひたちなか市高場545 ひたちなか西警察署管内

神 保 隆 ひたちなか市東石川3379－39 ひたちなか西警察署管内

安 武 明 東海村舟石川165－５ ひたちなか西警察署管内

三 浦 みち子 東海村石神内宿2246－７ ひたちなか西警察署管内

堀 内 登志子 東海村須和間679－117 ひたちなか西警察署管内

松 本 正 雄 東海村須和間1166－１ ひたちなか西警察署管内

仲 田 和 弘 東海村竹瓦495－２ ひたちなか西警察署管内

後 藤 のりこ 東海村船場623－３ ひたちなか西警察署管内

青 木 利 那珂町菅谷663－70 那珂警察署管内

山 田 進 那珂町後台1491－111 那珂警察署管内

伊 村 和 子 常陸太田市東二町2254－４ 太田警察署管内

小 薗 修 金砂郷町花房2404 太田警察署管内

田 尻 求 士 水府村国安768 太田警察署管内

久保田 央 大子町大子806 大子警察署管内

石 井 良 二 大子町池田1437 大子警察署管内

綾 部 周 司 日立市鹿島町１－18－１ 日立警察署管内

保 科 光 義 日立市高鈴町５－25－７ 日立警察署管内

大 江 日出雄 日立市東金沢町４－15－６ 日立警察署管内

鈴 木 茂 弘 日立市河原子町３－８－８ 日立警察署管内

須 郷 昭 日立市森山町３－３－23 日立警察署管内

鈴 木 正 二 日立市大みか町３－５－５ 日立警察署管内

北 沢 勝 男 日立市大久保町２－13－23 日立警察署管内

小 林 丈 夫 日立市砂沢町323－19 日立警察署管内

小 林 敬 造 日立市川尻町１－32－１ 日立警察署管内

白 土 照 男 日立市桜川町３－４－19 日立警察署管内

永 島 好 夫 日立市大沼町４－17－５ 日立警察署管内

大 場 進 一 日立市川尻町１－19－１ 日立警察署管内
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小 島 みどり 日立市宮田町３－10－４ 日立警察署管内

日 下 房 子 日立市田尻町３－21－３ 日立警察署管内

佐 藤 恭 子 日立市小木津町４－39－４ 日立警察署管内

石 井 紘 子 日立市西成沢町３－６－６ 日立警察署管内

大 村 晴 美 日立市南高野町３－３－７ 日立警察署管内

皆 川 光 代 日立市若葉町１－14－４ 日立警察署管内

岩 間 宏 井 日立市久慈町３－９－10 日立警察署管内

堀 田 キミ子 高萩市下手綱1057－１ 高萩警察署管内

高 野 英 雄 高萩市安良川755－12 高萩警察署管内

小 堀 孝 雄 北茨城市磯原町本町４－１－５ 高萩警察署管内

細 金 裕 北茨城市磯原町豊田２－63 高萩警察署管内

小 松 昭 平 北茨城市関南町里根川６－８ 高萩警察署管内

中 村 昭 良 十王町友部東４－１－３ 高萩警察署管内

小 島 昌 代 鹿嶋市佐田645－７ 鹿嶋警察署管内

橋 本 喜 美 鹿嶋市長栖2288－92 鹿嶋警察署管内

横 田 脩 鹿嶋市沼尾24－３ 鹿嶋警察署管内

加 藤 靜 雄 神栖町息栖3885－４ 鹿嶋警察署管内

作 田 正 彦 神栖町大野原２－16－29 鹿嶋警察署管内

吉 原 光 子 波崎町太田258－10 鹿嶋警察署管内

山 口 敏 雄 潮来市牛堀11 麻生警察署管内

岡 部 弘 北浦町両宿35－１ 麻生警察署管内

野 村 悦 伸 龍ケ崎市藤ケ丘５－12－７ 竜�崎警察署管内
山 崎 満 龍ケ崎市入地町71－２ 竜�崎警察署管内
南 部 節 子 龍ケ崎市長山５－14－11 竜�崎警察署管内
中 島 安 男 牛久市南１－23－10 竜�崎警察署管内
小 竹 伸 子 牛久市南７－５－23 竜�崎警察署管内
板 倉 香 牛久市中根町338 竜�崎警察署管内
柳 町 久 夫 新利根町下太田1778 江戸崎警察署管内

羽 方 寿 土浦市真鍋５－５－２ 土浦警察署管内

菊 地 喜 三 土浦市下高津２－11－３ 土浦警察署管内

谷田部 孝 生 土浦市小松３－２－19 土浦警察署管内

井 深 はるよ 土浦市若松町６－１ 土浦警察署管内

岩 瀬 広 司 土浦市神立中央３－３－15 土浦警察署管内

小 沼 一 陽 土浦市中央１－８－10 土浦警察署管内

佐 野 道 夫 土浦市宍塚1659－３ 土浦警察署管内

鈴 木 幸 子 土浦市並木３－２－41 土浦警察署管内

木 村 好 枝 土浦市荒川沖494－７ 土浦警察署管内

土 屋 雄 霞�浦町宍倉6087－１ 土浦警察署管内
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石 崎 昭 男 石岡市東大橋834 石岡警察署管内

植 田 昌 孝 美野里町堅倉752 石岡警察署管内

栗 原 利 一 美野里町竹原下郷102－14 石岡警察署管内

岩 田 忠 八郷町大増57－６ 石岡警察署管内

宮 本 孝 男 つくば市栗原1567 つくば中央警察署管内

成 島 俊 策 つくば市中内283 つくば中央警察署管内

根 本 健 一 つくば市吉瀬1218－２ つくば中央警察署管内

中 根 良 巳 つくば市上横場2313－１ つくば中央警察署管内

成 島 信 之 つくば市大井1576－２ つくば中央警察署管内

栗 原 亨 伊奈町山王新田440 つくば中央警察署管内

小 林 正 氣 つくば市北条918 つくば北警察署管内

木 田 和 雄 つくば市吉沼639 つくば北警察署管内

石 川 誠 人 下館市茂田1560 下館警察署管内

大 森 一 夫 下館市樋口359－４ 下館警察署管内

稲 見 信 夫 下館市野453 下館警察署管内

長 澤 秀 一 関城町関本165 下館警察署管内

岩 岡 靖 夫 関城町関舘298－２ 下館警察署管内

笹 木 勝 関城町辻1585 下館警察署管内

森 寛 昭 関城町関本上1888 下館警察署管内

浦 井 裕 章 協和町小栗2657－17 下館警察署管内

森 井 優 市 協和町井手蛯沢1382－１ 下館警察署管内

中 田 トミ子 結城市結城9603－３ 結城警察署管内

河 田 善 吉 結城市結城8687 結城警察署管内

稲 葉 克 徳 水海道市山田町4716－１ 水海道警察署管内

初 沢 政 美 谷和原村小絹171－13 水海道警察署管内

永 岡 勇 古河市新久田205－19 古河警察署管内

須 田 昭 二 古河市錦町６－14 古河警察署管内

石 塚 久 子 古河市緑町６－９ 古河警察署管内

関 口 勝 美 総和町関戸1244 古河警察署管内

峯 金 治 総和町下大野2690 古河警察署管内

前 田 勝之進 総和町上辺見2574 古河警察署管内

山 下 進 也 境町旭379 境警察署管内

中 村 洋 一 岩井市神田山111－２ 境警察署管内

江 連 和 彦 三和町山田683－３ 境警察署管内

飯 田 トモ子 猿島町菅谷686 境警察署管内

鳥 羽 光 江 取手市東６-16－２ 取手警察署管内

川 井 雅 明 取手市新取手３－２－１ 取手警察署管内

浦 和 美代子 守谷市乙子473－７ 取手警察署管内



公 告

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第10号及び第11号に掲げる書類は, 平成16年５月17

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成16年３月15日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 エコ・グリーンいばらき

３ 代表者の氏名

大 場 國 行

４ 主たる事務所の所在地

茨城県水戸市元吉田町1852番地の57

５ 定款に記載された目的

この法人は, 都市環境の整備促進, 都市緑化の推進活動を行うとともに, 県民が環境問題と緑の重要性を認識す

るための教育と合わせて, 地元の協力を得ながら造園技術者集団の目を通して緑を守り育て, 快適で住み良い環境

の創造に寄与していくことを目的とする｡

●○貸金業者の登録の取消し

貸金業の規制等に関する法律 (昭和58年法律第32号) 第38条第１項の規定により, 次のとおり貸金業者の登録を取

消したので, 同法第41条の規定により公告する｡

平成16年４月１日

茨城県県北地方総合事務所長 安 義 治

１ 商 号 水戸ファイナンス

２ 氏 名 吉 成 拓 郎

３ 住 所 茨城県東茨城郡茨城町大字大戸1740番地６
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又 耒 成 人 守谷市乙子456 取手警察署管内

中 川 富 男 藤代町中内1001－２ 取手警察署管内

眞 鶴 ゆみ子 藤代町宮和田971－34 取手警察署管内

糟 谷 かつみ 利根町布川454－105 取手警察署管内

杉 山 正 一 利根町押戸813 取手警察署管内

以上 139名



４ 主たる営業所の所在地 茨城県水戸市三の丸１丁目４番12号 四方ＢＯＸ ２Ｆ

５ 登録番号 茨城県知事 (北－１) 第10218号

６ 登録年月日 平成14年４月25日

７ 登録取消しの年月日 平成16年３月15日

８ 適用条文 貸金業の規制等に関する法律第38条第１項

●○争議行為の予告通知の公表

茨城県医療労働組合連合会 執行委員長 小室 和久から, 平成16年３月23日, 労働関係調整法 (昭和21年法律第

25号) 第37条の規定に基づき, 次のとおり争議行為の予告通知があった｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 事 件

賃金引き上げ及び労働条件改善等に関する要求

２ 日 時

平成16年４月３日 (土) 午前零時以降, 要求書解決に至る間

３ 施 設� 水戸市城南３－15－８ 城南病院付属クリニック� 日立市大みか町６－17－１ 回春荘病院

４ 争議行為の概要

あらゆる形の争議行為の一部又は全部を, 単独もしくは併用して実施する｡

ただし, ストに入った場合, 保安要員については協定に基づき除く｡

５ 争議をおこなう組織� 茨城県民主医療機関労働組合 執行委員長 松 崎 みどり� 回春荘病院労働組合 執行委員長 飛 田 祐 二

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営東中根地区土地改良事業 (畑地帯総

合整備事業・区画整理) につき計画を変更した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

変更後の県営東中根地区土地改良事業 (畑地帯総合整備事業・区画整理) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月２日から平成16年４月30日まで

３ 縦覧の場所

水戸土地改良事務所

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの
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で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成16年４月１日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

東茨城郡内原町大字鯉淵字一ノ割978番７

２ 事業主の住所及び氏名

水戸市河和田町133番地 (県営桜川西アパート２棟４F６号)

大 畠 美 義

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

鹿島郡神栖町大字知手字砂山3445番41, 同番42

２ 事業主の住所及び氏名

鹿島郡神栖町大字知手4538番地

鹿之賦 裕 之, 鹿之賦 勝 代

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

猿島郡総和町大字下大野字浄蓮寺2955番１, 同番35, 同番36

２ 事業主の住所及び氏名

千代川村大字本宗道992番地２

㈱串田工務店

代表取締役 串 田 進

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

下館市大字布川字開1007番11, 1007番12

２ 事業主の住所及び氏名

結城市大字小田林2671－30番地

小 篠 英 文, 小 篠 さおり

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

岩井市大字弓田字立山1094番６

２ 事業主の住所及び氏名

三和町大字長左エ衛門新田963－８

金久保 正 義

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

結城市大字久保田字天神1287番２

２ 事業主の住所及び氏名

小山市大字中久喜1456 高岳社宅４棟22号

小 平 英 一
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１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

牛久市小坂町字鹿�作3386番４
２ 事業主の住所及び氏名

北相馬郡藤代町宮和田531－２－606

長谷川 啓 一, 長谷川 みどり

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

守谷市乙子字裏門244番６

２ 事業主の住所及び氏名

千葉県八千代市八千代台西８丁目16番２号

小 宮 幸 子

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

龍ケ崎市小通幸谷町字道付22番２, 同番４

２ 事業主の住所及び氏名

龍ケ崎市小通幸谷町22番の４

澤 部 貢

(警 察 本 部)

●○平成16年度茨城県警察官A・B採用特別試験の実施

平成16年度茨城県警察官A・B採用特別試験を次により行います｡

平成16年４月１日

茨城県警察本部長 中 林 英 二

◎職務内容

個人の生命, 身体及び財産の保護並びに犯罪の予防, 鎮圧及び捜査, 被疑者の逮捕, 交通の取締りその他公共の安

全と秩序の維持の任務に従事します｡

◎試験区分, 採用予定人員及び受験資格

なお, 上記の資格に該当する人であっても, 次のいずれかに該当する人は受験できません｡
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◎試験日(第１次) 平成16年５月23日 (日)

◎受 付 期 間 平成16年４月１日 (木) ～４月30日 (金)

試 験 区 分 採用予定人員 受 験 資 格

男性警察官Ａ 42名程度
昭和49年４月２日以降に生まれた人で, 学校教育法による大学
(短期大学を除く｡) を卒業した人又は人事委員会がこれと同等と
認める人｡ ただし, 平成16年10月１日から勤務可能な人に限る｡

男性警察官Ｂ 18名程度
昭和49年４月２日から昭和61年４月１日までに生まれた人で,
警察官Ａの受験資格に該当しない人｡ ただし, 平成16年10月１日
から勤務可能な人に限る｡



� 日本の国籍を有しない人� 成年被後見人又は被保佐人 (準禁治産者を含む｡)� 禁錮
こ

以上の刑に処せられ, その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人� 茨城県において懲戒免職の処分を受け, 当該処分の日から２年を経過しない人� 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し, 又はこれに

加入した人

◎試験日時, 場所及び合格者の発表

(注) 試験場及び付近には駐車場がないので, 自動車での来場は禁止します｡

試験場へは, 必ず上履き及び下足を入れるビニール袋等を持参してください,

◎試験の方法及び内容

茨 城 県 報 第 1556 号 平成16年４月１日 (木曜日)34

区分 日 時 試 験 地 試 験 場 合 格 者 発 表

第
１
次
試
験

５月23日(日)

午前８時30分

から

水 戸 市 県立緑岡高等学校 ６月４日 (予定) に茨城県人事委員会事務局,

茨城県警察本部, 県内各警察署及びインターネッ

ト・ホームページに受験番号を掲示発表するほ

か, 合格者のみに通知します｡

土 浦 市 県立土浦工業高等学校

下 館 市 県立下館第一高等学校

第
２
次
試
験

６月15日(火)～17日(木)のうちの１日

日時及び試験場は, 第１次試験合格者のみに通知し

ます｡

第１次試験, 第２次試験及び受験資格等の調

査の結果に基づいて最終合格者を決定し, 発表

は７月23日 (予定) に第１次試験合格者発表の

要領で行い, 第２次試験の受験者全員に通知し

ます｡

区 分 内 容

警察官として必要な一般知識及び知能について, 択一式によりおおむね大学又は高

校で履修した程度で行います｡

(出題分野)
教 養 試 験

警察官Ａ～社会科学, 人文科学, 自然科学, 判断推理, 文章理解 (英語を含む｡),
(120分)

数的処理, 資料解釈

警察官Ｂ～国語, 社会, 数学, 理科, 文章理解 (英語を含む｡), 判断推理,

数的処理, 資料解釈

論 (作) 文試験

(80分)
文章による表現力, 課題に対する理解力等をみます｡

警察官として職務遂行上必要な身体・体力を有するかどうかを検査します｡

なお, 身体検査には, 次のような基準があります｡

区 分
基 準

男性警察官Ａ・B

身 長 160㎝以上

身体・体力検査 体 重 47㎏以上

胸 囲 78㎝以上

視 力 両眼とも, 裸眼視力0.6以上又は矯正視力1.0以上であること｡

色 覚 正常であること｡

第

１

次

試

験



※いずれかの試験項目において一定の点数に達しない場合は, 他の成績にかかわらず不合格となります｡

第１次試験において論 (作) 文試験の評定は, 教養試験, 身体・体力検査の結果により行われない場合があります｡

◎過去の論 (作) 文問題

◎受験手続

◎合格から採用まで

○ 最終合格者は, 採用候補者名簿に登載され, 成績順に採用が決定されます｡

○ 採用決定後は巡査に任命され, 初任科生として, 平成16年10月に警察学校に入校し, ６か月又は10か月間初任

教養を受けたのち, 本人の希望及び特性を考慮して県内の各警察署に配置されます｡

○ 採用候補者名簿の有効期間は, 名簿確定後, 原則として１年間です｡

◎試験結果の開示について

この採用試験の結果については, 口頭で開示を請求することができます｡ 開示を希望する人は, 受験票若しくは運
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その他 職務遂行に支障のない身体的状態であること｡

※ショートパンツ型の運動着を持参してください｡

口 述 試 験 警察官として適するかどうかを個別面接により試験します｡

適 性 検 査 警察官として適性があるかどうかを検査します｡

身体精密検査 胸部疾患, 伝染性疾患の有無について, 医師による診察及び検査を行います｡

資 格 調 査 受験資格の有無等について調査します｡

第
２
次
試
験

年度 Ａ区分 Ｂ区分

(特 別) 今の社会に足りないもの (特 別) 社会人として大切であると思うこと

平成13年度
(第１回) 安心して生活できる社会づくりについ

て (通 常) 勇気について

(第２回) 住民と警察の信頼関係について

平成14年度
(特 別) 犯罪被害者対策について (特 別) 自由と規律

(通 常) 社会の変化と警察のあり方 (通 常) 私が守りたいもの

平成15年度
(特 別) 安全で快適な交通の確保 (特 別) 印象に残った出来事

(通 常) 少年の非行防止と健全育成 (通 常) 私が挑戦したいこと

申 込 方 法

受験申込書に所定事項を記入し, 最近３�月以内に撮影した写真 (縦４cm・横３cm, 上半身,
脱帽, 正面向きのもの) を貼り, 受験票の ｢郵便はがき｣ にあて先明記のうえ, 50円切手を必ず

貼って警察本部警務課又は各警察署に持参してください｡

郵便で申し込む際は, 警察本部警務課あて ｢簡易書留｣ や ｢配達記録郵便｣ 等確実な方法をと

り, 封筒の表に ｢受験申込｣ と朱書してください｡

(受験票は申込受付期間終了後, 警察本部から発送します｡ 受験票が５月18日 (火) までに手元

に届かない場合は, 警察本部警務課採用係へ問い合わせてください｡)

※外国の大学を卒業した方は,申込時に卒業証明書等が必要となりますので, あらかじめ警察本

部警務課に問い合わせて, 必要書類を確認してください｡

受 付 時 間
月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時まで｡

郵送の場合は４月30日 (金) までの消印のあるものに限り受け付けます｡



転免許証等を持参の上, 受験者本人が直接警察本部警務課へおいでください｡ 受付時間は, 祝祭日を除く月曜日から

金曜日までの午前８時30分から午後５時までの間です｡

なお, 電話, はがき等による開示の請求はできません｡

◎給与

平成15年12月１日現在, 採用後の給与は, おおむね次のとおりです｡

(注) 採用１年後の月収の平均額とは, 特殊勤務手当及び時間外勤務手当等を含めた額です｡

学校を卒業後, 採用までに一定の経験年数がある方は上記金額に更に一定額が加算されます｡

このほか扶養手当, 通勤手当等が支給されます｡

その他, 勤務に必要な制服のほか, 靴下, 靴, ワイシャツ, ネクタイ, 雨衣, 手袋等が支給されます｡

◎休暇

祝祭日のほか, 完全週休２日制を実施しています｡ また, １年に20日間の有給休暇があるほか特別休暇があります｡

◎昇任制度

努力次第で, 上級警察官への道が開かれており, 更に管区警察学校や警察大学校へ入校し, 幹部としての教育を受

ける機会が与えられています｡

◎この試験についての問い合わせ先

茨城県警察本部警務部警務課 〒310－8550 水戸市笠原町978－６

電話 (029) 301－0110 (内線2632)� 0120－３
サ

１
イ

４
ヨ

０
ー

５
ゴ

８
ハッピー

又は県内の最寄の警察署, 交番, 駐在所
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試験 開示請求できる人 開示内容 開示の期間 開示の場所

第１次試験 不合格者
総合得点及び順位 合格発表日から１か月間 警察本部警務課

第２次試験 受 験 者

学歴 採用時 (初任給) 採用１年後の月収の平均額 採用後１年間の期末勤勉手当の合計額

大学卒 203,000円 292,469円 601,000円

短大卒 185,900円 273,250円 544,687円

高校卒 170,400円 246,112円 499,272円

インターネット (ホームページアドレス http：//www.pref.ibaraki.jp/kenkei/saiyo/index.htm) により, 採

用試験等についての情報を提供しています｡



各試験場案内図

【水戸試験場】水戸駅からの所要時間約30分

水戸駅北口６番乗場から関東鉄道バス (千波車庫,

平須, 石岡方面行) 乗車, 千波中央または千波下車

【土浦試験場】土浦駅からの所要時間約20分

土浦駅西口５番線乗場から関東鉄道バス (筑波, 下妻, 栗

原, 高岡方面行) 乗車, または同乗場からＪＲバス (寺前,

中郡公民館方面行) 乗車, 土浦工業高校前下車

【下館試験場】下館駅から徒歩で約15分

※ 試験場及び付近には駐車場がないので, 自動車での来

場は禁止します｡

※ 試験場の収容能力の都合上, 茨城県警察学校等で受験

していただくこともありますので, あらかじめご了承く

ださい｡
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